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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
等
価
線
量
限
度
）

（
等
価
線
量
限
度
）

第
四
条

製
造
及
び
取
扱
規
則
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
放
射
線
作
業
者
の

第
四
条

製
造
及
び
取
扱
規
則
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
放
射
線
作
業
者
の

各
組
織
の
一
定
期
間
内
に
お
け
る
等
価
線
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

各
組
織
の
一
定
期
間
内
に
お
け
る
等
価
線
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。

。

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き

五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分

百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

し
た
各
期
間
に
つ
き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
特
定
放
射
性
物
質
）

第
六
条
の
二

製
造
及
び
取
扱
規
則
第
一
条
第
九
号
の
特
定
放
射
性
物
質
に
係

（
新
設
）

る
数
量
は
、
一
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作
業
室
、
試
験
検
査
室
（
動
物

試
験
を
行
う
場
合
に
は
動
物
試
験
室
を
含
む
。
）
、
汚
染
検
査
室
（
人
体
又

は
作
業
衣
、
履
物
、
防
護
具
等
人
体
に
着
用
し
て
い
る
物
の
表
面
の
放
射
性

物
質
に
よ
る
汚
染
の
検
査
及
び
除
去
を
行
う
室
を
い
う
。
）
、
貯
蔵
設
備
若

し
く
は
廃
棄
設
備
（
以
下
「
作
業
室
等
」
と
い
う
。
）
に
存
し
、
又
は
一
の

放
射
性
輸
送
物
（
放
射
性
物
質
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て

い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
含
ま
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
に
つ
い

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
と
す
る

。一

放
射
性
物
質
の
種
類
が
一
種
類
の
も
の

別
表
第
四
の
二
の
第
一
欄
に

掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量

二

放
射
性
物
質
の
種
類
が
二
種
類
以
上
の
も
の

別
表
第
四
の
二
の
第
一

欄
に
掲
げ
る
種
類
ご
と
の
放
射
性
物
質
の
数
量
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二

欄
に
掲
げ
る
数
量
で
除
し
て
得
た
値
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の

数
量
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（
防
護
措
置
に
関
す
る
特
定
放
射
性
物
質
の
区
分
に
係
る
数
量
）

第
十
一
条
の
四

製
造
及
び
取
扱
規
則
第
二
条
第
八
項
の
表
第
一
号
に
規
定
す

（
新
設
）

る
放
射
性
物
質
の
数
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
数
量
と
す
る
。

一

放
射
性
物
質
の
種
類
が
一
種
類
の
も
の

別
表
第
四
の
二
の
第
一
欄
に

掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
千
を
乗
じ
て

得
た
数
量

二

放
射
性
物
質
の
種
類
が
二
種
類
以
上
の
も
の

別
表
第
四
の
二
の
第
一

欄
に
掲
げ
る
種
類
ご
と
の
放
射
性
物
質
の
数
量
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二

欄
に
掲
げ
る
数
量
で
除
し
て
得
た
値
の
和
が
千
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の

数
量

２

製
造
及
び
取
扱
規
則
第
二
条
第
八
項
の
表
第
二
号
に
規
定
す
る
放
射
性
物

質
の
数
量
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
項
中
「
千
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
一
時
的
立
入
者
の
測
定
に
係
る
線
量
）

（
一
時
的
立
入
者
の
測
定
に
係
る
線
量
）

第
十
三
条

製
造
及
び
取
扱
規
則
第
五
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
一
時

第
十
三
条

製
造
及
び
取
扱
規
則
第
五
条
第
二
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
一
時

的
に
立
ち
入
る
者
で
あ
っ
て
、
放
射
線
作
業
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る

的
に
立
ち
入
る
者
で
あ
っ
て
、
放
射
線
作
業
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る

線
量
は
、
実
効
線
量
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

線
量
は
、
実
効
線
量
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
算
定
）

（
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
算
定
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

製
造
及
び
取
扱
規
則
第
五
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
等
価
線
量
は
、

２

製
造
及
び
取
扱
規
則
第
五
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
等
価
線
量
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七

リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち

十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち
、
適
切
な
方
と
す
る
こ
と
。

、
い
ず
れ
か
適
切
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

３

製
造
及
び
取
扱
規
則
第
五
条
第
三
項
第
五
号
の
二
（
同
項
第
五
号
の
三
に

３

製
造
お
よ
び
取
扱
規
則
第
五
条
第
三
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
期
間
は
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お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
期
間
は
、
平

、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
と
す
る
。

成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
と
す
る
。

（
予
防
規
程
に
危
険
時
の
措
置
等
を
要
す
る
放
射
性
物
質
の
数
量
）

第
十
七
条
の
二

製
造
及
び
取
扱
規
則
第
六
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る

（
新
設
）

放
射
性
物
質
の
数
量
は
、
一
の
作
業
室
等
（
貯
蔵
設
備
及
び
廃
棄
設
備
を
除

く
。
）
で
一
日
に
使
用
す
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
と
す
る
。

一

放
射
性
物
質
の
種
類
が
一
種
類
の
も
の

別
表
第
七
の
第
一
欄
に
掲
げ

る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量

二

放
射
性
物
質
の
種
類
が
二
種
類
以
上
の
も
の

別
表
第
七
の
第
一
欄
に

掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
対
す
る
割

合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
数
量

２

製
造
及
び
取
扱
規
則
第
六
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質

の
数
量
は
、
そ
の
種
類
ご
と
に
別
表
第
一
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
量
に
十
万
を

乗
じ
て
得
た
数
量
と
す
る
。

別
表
第
一

（第
一
条

第
十
七
条
の
二
関
係

）

別
表
第
一

（第
一
条
関
係

）

、

（略

）

（略

）

別
表
第
二

（第
五
条

第
十
二
条

第
十
五
条
関
係

）

別
表
第
二

（第
五
条

第
十
二
条

第
十
五
条
関
係

）

、
、

、
、

放
射
性
物
質
の
種
類
が
明
ら
か
で

か
つ

一
種
類
で
あ
る
場
合
の
空
気
中

放
射
性
物
質
の
種
類
が
明
ら
か
で

か
つ

一
種
類
で
あ
る
場
合
の
空
気
中

、
、

、
、

濃
度
限
度
等

濃
度
限
度
等

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
五
欄

第
六
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
五
欄

第
六
欄

放
射
性
物
質
の
種

吸
入
摂

経
口
摂

空
気
中

排
気
中

排
液
中

放
射
性
物
質
の
種

吸
入
摂

経
口
摂

空
気
中

排
気
中

排
液
中

類
取
し
た

取
し
た

濃
度
限

又
は
空

又
は
排

類
取
し
た

取
し
た

濃
度
限

又
は
空

又
は
排

場
合
の

場
合
の

度

（B
q
/
気
中
の

水
中
の

場
合
の

場
合
の

度

（B
q
/
気
中
の

水
中
の

核
種

化
学
形

実
効
線

実
効
線

c
m

）

濃
度
限

濃
度
限

核
種

化
学
形

実
効
線

実
効
線

c
m

）

濃
度
限

濃
度
限

3
3

等
量
係
数

量
係
数

度

（B
q
/
度

（B
q
/

等
量
係
数

量
係
数

度

（B
q
/
度

（B
q
/
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（m
S
v
/
B

（m
S
v
/
B

c
m

）

c
m

）

（m
S
v
/
B

（m
S
v
/
B

c
m

）

c
m

）

3
3

3
3

q

）

q

）

q

）

q

）

（略
）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

(
略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

1
1
1A
g

硝
酸
塩

5
.
7
×
1
0
1
.
3
×
1
0
4
×
1
0
-
2

3
×
1
0
-
4

6
×
1
0
-
1

1
1
1A
g

硝
酸
塩

5
.
7
×
1
0
1
.
3
×
1
0
4
×
1
0
-
2

3
×
1
0
-
4

6
×
1
0
-
1

硫
化

-
7

硫
化

-
7

-
6

-
6

、
、

物
酸

物
酸

、
、

化
物

化
物

、
、

水
酸
化

水
酸
化

物
以
外

物
及
び

の
化
合

金
属
銀

物
及
び

金
属
銀

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略
）

(
略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

別
表
第
四
の
二

（第
六
条
の
二

第
十
一
条
の
四
関
係

）

（新
設

）

、

特
定
放
射
性
物
質
の
数
量

第
一
欄

第
三
欄

放
射
性
物
質
の
種
類

数
量

（T
B
q

）

核
種

物
理
学
的
半
減
期
等

3H
2
×
1
0
3

1
4C

5
×
1
0
1

2
2N
a

2
×
1
0
1

3
2P

2
×
1
0
1
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3
3P

2
×
1
0
2

3
5S

6
×
1
0
1

4
5C
a

1
×
1
0
2

4
7C
a
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

1
×
1
0
1

5
1C
r

5
×
1
0
3

5
2M
n

2
×
1
0
1

5
5F
e

8
×
1
0
2

5
9F
e

1
×
1
0
1

5
7C
o

4
×
1
0
2

5
8C
o

7
×
1
0
1

6
0C
o

3
×
1
0
1

6
3N
i

6
×
1
0
1

6
5Z
n

3
×
1
0
2

6
7G
a

4
×
1
0
2

6
8G
e
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

2
×
1
0
1

7
4A
s

3
×
1
0
1

7
6A
s

1
×
1
0
1

7
5S
e

2
×
1
0
2

8
5K
r

2
×
1
0
3

8
6R
b

2
×
1
0
1

8
5S
r

7
×
1
0
1

8
9S
r

2
×
1
0
1

9
0S
r
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

1
×
1
0
0

8
7Y

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

2
×
1
0
2

9
0Y

1
×
1
0
1

9
9M
o
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

2
×
1
0
1

1
0
6R
u
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

1
×
1
0
1

1
0
3P
d
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

1
×
1
0
2

1
1
1A
g

3
×
1
0
1

1
1
1I
n

1
×
1
0
2

1
1
3S
n
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

5
×
1
0
1
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1
1
7
mS
n

4
×
1
0
1

1
3
2T
e
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

8
×
1
0
-
1

1
2
5I

2
×
1
0
-
1

1
3
1I

2
×
1
0
-
1

1
3
3X
e

2
×
1
0
2

1
3
1C
s

2
×
1
0
3

1
3
7C
s
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

2
×
1
0
1

1
3
3B
a

7
×
1
0
1

1
5
3G
d

8
×
1
0
1

1
6
9Y
b

3
×
1
0
1

1
7
7L
u

1
×
1
0
2

1
8
2T
a

3
×
1
0
1

1
8
6R
e

1
×
1
0
1

1
9
2I
r

2
×
1
0
1

1
9
8A
u

3
×
1
0
1

1
9
9A
u

3
×
1
0
2

1
9
7H
g

3
×
1
0
1

2
0
3H
g

2
×
1
0
0

2
0
1T
l

1
×
1
0
3

2
2
2R
n

9
×
1
0
4

2
2
3R
a
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

1
×
1
0
-
1

2
2
6R
a
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

7
×
1
0
-
2

備
考

第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
つ
い
て

放
射
平
衡
に
含
め
る
親
核
種
と
子

、

孫
核
種
は
別
表
第
一
の
備
考
に
準
ず
る

。

別
表
第
七

（第
十
七
条
の
二
関
係

）

（新
設

）
予
防
規
程
に
危
険
時
の
措
置
を
要
す
る
放
射
性
物
質
の
数
量

第
一
欄

第
二
欄



- 8 -

放
射
性
物
質
の
種
類

数
量

（T
B
q

）

核
種

物
理
学
的
半
減
期
等

3H
2
×
1
0
3

1
1C

4
×
1
0
2

1
4C

5
×
1
0
1

1
8F

3
×
1
0
1

2
2N
a

2
×
1
0
1

2
4N
a

2
×
1
0
1

3
2P

2
×
1
0
1

3
3P

2
×
1
0
2

3
5S

6
×
1
0
1

4
2K

1
×
1
0
1

4
3K

3
×
1
0
1

4
5C
a

1
×
1
0
2

4
7C
a
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

1
×
1
0
1

5
1C
r

5
×
1
0
3

5
2M
n

2
×
1
0
1

5
2F
e
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

9
×
1
0
0

5
5F
e

8
×
1
0
2

5
9F
e

1
×
1
0
1

5
7C
o

4
×
1
0
2

5
8C
o

7
×
1
0
1

6
0C
o

3
×
1
0
1

6
3N
i

6
×
1
0
1

6
4C
u

4
×
1
0
1

6
5Z
n

3
×
1
0
2

6
7G
a

4
×
1
0
2

6
8G
a

1
×
1
0
1

7
2G
a

2
×
1
0
1
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6
8G
e
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

2
×
1
0
1

7
4A
s

3
×
1
0
1

7
6A
s

1
×
1
0
1

7
5S
e

2
×
1
0
2

8
2B
r

7
×
1
0
1

8
5K
r

2
×
1
0
3

8
1R
b

2
×
1
0
3

8
6R
b

2
×
1
0
1

8
5S
r

7
×
1
0
1

8
7
mS
r

9
×
1
0
1

8
9S
r

2
×
1
0
1

9
0S
r
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

1
×
1
0
0

8
7Y

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

2
×
1
0
2

9
0Y

1
×
1
0
1

9
9M
o
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

2
×
1
0
1

9
9
mT
c

7
×
1
0
2

1
0
6R
u
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

1
×
1
0
1

1
0
3P
d
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

1
×
1
0
2

1
1
1A
g

3
×
1
0
1

1
1
1I
n

1
×
1
0
2

1
1
3
mI
n

5
×
1
0
1

1
1
3S
n
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

5
×
1
0
1

1
1
7
mS
n

4
×
1
0
1

1
3
2T
e
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

8
×
1
0
-
1

1
2
3I

3
×
1
0
1

1
2
5I

2
×
1
0
-
1

1
3
1I

2
×
1
0
-
1

1
3
2I

6
×
1
0
0

1
3
3X
e

2
×
1
0
2

1
3
1C
s

2
×
1
0
3

1
3
7C
s
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

2
×
1
0
1
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1
3
3B
a

7
×
1
0
1

1
5
3S
m

4
×
1
0
1

1
5
3G
d

8
×
1
0
1

1
6
9Y
b

3
×
1
0
1

1
7
7L
u

1
×
1
0
2

1
8
2T
a

3
×
1
0
1

1
8
6R
e

1
×
1
0
1

1
9
2I
r

2
×
1
0
1

1
9
8A
u

3
×
1
0
1

1
9
9A
u

3
×
1
0
2

1
9
7H
g

3
×
1
0
1

2
0
3H
g

2
×
1
0
0

2
0
1T
l

1
×
1
0
3

2
2
2R
n

9
×
1
0
4

2
2
3R
a
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。

1
×
1
0
-
1

2
2
6R
a
放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む

。
7
×
1
0
-
2

備
考

第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
つ
い
て

放
射
平
衡
に
含
め
る
親
核
種
と
子

、

孫
核
種
は
別
表
第
一
の
備
考
に
準
ず
る

。


